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平成２８年度第２１回庁議提案 審議・報告・その他 

提 出 日：平成２９年２月６日（月） 

担当部・課：復興事業部復興住宅課 〔内線５５５４〕 

① 件  名 

 復興公営住宅入居に係る事前登録申請の受付終了について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

 

【背景】 

東日本大震災による被災された方々の住まいの再建手法のひとつである復興公営住宅の入居を進

める上で、事前登録制度により円滑な住宅再建を推進しているが、応急仮設住宅入居者の特定延長

対象者や復興公営住宅入居希望者の把握及び復興公営住宅の整備を推進するため、整備戸数の確定

が必要となっている。 

 

【目的】 

応急仮設住宅入居者の特定延長対象者や復興公営住宅入居希望者の把握を行うとともに、復興公

営住宅の整備戸数を確定するため、事前登録の受付を終了する。 

 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

  防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 

（昭和４７年１２月８日法律第１３２号） 

  公営住宅法（昭和２６年６月４日法律第１９３号） 

  被災市街地復興特別措置法（平成７年２月２６日法律第１４号） 

  東日本大震災復興特別区域法（平成２３年１２月１４日法律第１２２号） 

【〔震災復興基本計画との整合性 基本計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

  石巻市震災復興基本計画 

   第５章 重点プロジェクト ２ 住宅再建復興プロジェクト 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

  

平成２４年１１月    石巻市防災集団移転・災害公営住宅入居等運営検討会議（５回開催） 

～平成２５年 １月 

 平成２５年 １月    石巻市防災集団移転・復興公営住宅入居等の方針について決定 

 平成２５年９月１７日～ 事前登録申請受付開始 

 

⑤ 主な内容 

 

１ 事前登録申請受付期限 平成２９年３月２４日（金） 

 

２ 対象者 

 別添「石巻市復興公営住宅への入居を希望される皆様へ」のとおり 

 

３ 周知方法 

(1)全体周知（市報２月１５日号・市ホームページに掲載するほか、新聞等への掲載依頼） 

(2)個別周知（応急仮設住宅入居者に入居確認書を郵送） 

(3)社会福祉協議会等への協力依頼（生活支援員等の協力による応急仮設住宅の訪問） 

 

４ 受付方法 

(1)窓口受付（本庁舎受付窓口） 

(2)郵送受付 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

 

【効果】 

  応急仮設住宅の特定延長導入に向けて、供与期間延長対象者の特定を円滑に進めることが可能と

なる。 

【市行財政への負担】 

復興公営住宅の整備戸数を確定し、復興交付金申請に向けた手続きが可能となる。 

 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

【復興公営住宅整備状況（平成２８年１２月３１日時点）】 *は応急仮設住宅一律延長実施市町 

仙台市  計画３，１７９戸 完成３，１７９戸（整備完了） 

気仙沼市 計画２，１２９戸 完成１，６４４戸（７７．２％） 

*名取市  計画    ７１６戸 完成    １６９戸（２３．６％） 

*女川町  計画    ８６１戸 完成    ３１８戸（３６．９％） 

南三陸町 計画    ７３８戸 完成    ６２３戸（８４．４％） 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

  

平成２９年２月 ６日 最終入居確認書発送 

      ２月１７日 最終入居確認書提出期限 

      ３月２４日 事前登録申請受付終了 

      ６月３０日 応急仮設住宅特定延長等手続締切予定 

 

⑨ その他 

 

 


